
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
印
刷
誤
り
）

四
下
一
四
〜
一
五
行
頭
を
そ
れ
ぞ
れ
一
字
下
げ
る
。

令和年月日 水曜日 第号官 報
外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
石
川
雄

太
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本

公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。令

和
七
年
九
月
二
十
四
日

東
京
都
品
川
区
南
大
井
六
丁
目
二
四
番
一
四
号
七

〇
四
号
室

Ｂ
ａ
ｏ

Ｖ
ｉ
ｅ
ｔ

Ｃ
ｏ
ｎ
ｓ
ｕ
ｌ
ｔ
ｉ
ｎ

ｇ

ｓ
ｅ
ｒ
ｖ
ｉ
ｃ
ｅ
ｓ

ａ
ｎ
ｄ

Ｔ
ｒ
ａ

ｄ
ｉ
ｎ
ｇ

Ｏ
ｎ
ｅ

Ｍ
ｅ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ

Ｃ

ｏ
．

Ｌ
ｔ
ｄ
．

日
本
に
お
け
る
代
表
者

石
川

雄
太

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
ト
ゥ
ル

モ
ン
ド
・
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議

の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以

内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
九
月
二
十
四
日

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
二
丁
目
六
二
番
八
号
一
一
階

H
U
M
A
N
O
ID
S
,IN
C
.

日
本
に
お
け
る
代
表
者

ト
ゥ
ル
モ
ン
ド
・

フ
レ
デ
リ
ッ
ク

任
意
清
算
公
告

当
法
人
は
、令
和
七
年
六
月
三
十
日
を
も
っ
て
解
散
し
、

行
政
書
士
法
第
十
三
条
の
二
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
会
社
法
第
六
六
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
総
社

員
の
同
意
に
よ
り
定
め
た
財
産
の
処
分
の
方
法
に
従
い
清

算
を
い
た
し
ま
す
の
で
、
こ
の
清
算
の
方
法
に
異
議
の
あ

る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
九
月
二
十
四
日

東
京
都
台
東
区
花
川
戸
一

七

五

大
江
戸
行
政
書
士
法
人

代
表
社
員

細
井

聡

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
五
億
四
千
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
本
公
告
掲
載

の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お

り
で
す
。
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令
和
七
年
九
月
二
十
四
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内Ｗ

Ｌ
Ｊ
Ｍ
Ｆ
１
特
定
目
的
会
社

取
締
役

北
川

久
芳

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
五
千
七
百
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
本
公
告
掲
載

の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お

り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
月
二
十
二
日

掲
載
頁

四
十
七
頁
（
号
外
第
二
四
七
号
）

令
和
七
年
九
月
二
十
四
日

東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
三
丁
目
二
番
五
号

Ｗ
Ｌ
Ｊ
Ｍ
Ｆ
２
特
定
目
的
会
社

取
締
役

武
壽

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
一
億
四
、
七
一
五
万

円
減
少
し
、
金
二
七
億
四
、
一
三
五
万
円
と
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。
効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
十
月
三
十
一

日
で
す
。
こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本

公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。な

お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

要
旨
は
令
和
七
年
九
月
十
日
付
官
報
の
号
外
第
二
〇
四
号

六
十
二
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
九
月
二
十
四
日

東
京
都
中
央
区
京
橋
二
丁
目
一
二
番
六
号
Ａ
Ｏ
Ｊ

税
理
士
法
人
内

グ
リ
ー
ン
フ
ォ
レ
ス
ト
特
定
目
的
会
社

取
締
役

出
澤

貴
人

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
十
億
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
日

掲
載
頁

二
〇
九
頁
（
号
外
第
八
十
一
号
）

令
和
七
年
九
月
二
十
四
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

エ
チ
ゴ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

北
川

久
芳

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
一
億
五
千
万
円
減
少
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
一
月
十
七
日

掲
載
頁

六
十
七
頁
（
号
外
第
九
号
）

令
和
七
年
九
月
二
十
四
日

東
京
都
中
央
区
銀
座
一
丁
目
六
番
一
一
号
土
志
田

ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
三
Ｆ

Ｄ
ｉ
ｏ
ｎ
ｙ
ｓ
ｕ
ｓ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

訂
正
公
告

令
和
七
年
八
月
二
十
七
日
（
号
外
第
一
九
三
号
）
掲
載

の
合
併
公
告
及
び
決
算
公
告
（
枠
組
）
中
、
合
併
公
告
の

乙
の
住
所
「
東
京
都
港
区
西
麻
布
一
丁
目
一
〇
番
二
号
」

と
あ
る
は
「
東
京
都
港
区
西
麻
布
三
丁
目
二
四
番
二
〇

号
」、
決
算
公
告
の
乙
の
住
所
「東

京
都
港
区
西
麻
布
一

丁
目
10番
２
号

」
と
あ
る
は
「東

京
都
港
区
西
麻
布
三
丁

目
24番
20号

」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
九
月
二
十
四
日

東
京
都
渋
谷
区
広
尾
五
丁
目
四
番
一
六
号
Ｅ
Ａ
Ｔ

Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｙ
Ｗ
Ｏ
Ｒ
Ｋ
Ｓ

（
甲
）
Ｓ
Ａ
Ｌ
Ｔ

Ｆ
Ａ
Ｃ
Ｔ
Ｏ
Ｒ
Ｙ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

井
上

盛
夫

東
京
都
港
区
西
麻
布
三
丁
目
二
四
番
二
〇
号

（
乙
）
ソ
ル
ト
ク
チ
ュ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

井
上

盛
夫

令
和
七
年
九
月
十
八
日
（
号
外
第
二
百
九
号
）
公
布
政

令
第
三
百
二
十
六
号
（
食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
及
び
取

引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
及
び
卸
売
市
場
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す

る
政
令
）



Rectangle

Rectangle

FreeText
 本紙：令和7年9月24日より引用しております


		2025-09-22T14:40:39+0900
	C＝JP,O＝Cabinet Office,CN＝Cabinet Office
	NationalPrintingBerau
	内閣府より署名済み


	



